
   ＜世田谷区保育認定・調整課広域入所協議用＞ 

 

転入に関する申立書 

 

世田谷区長 あて 

 

 

 

 

 

 

 

 別紙（売買契約書・賃貸契約書等）のとおり、入園月の前月までに世田谷区へ

引っ越しするため、世田谷区認可保育所等への入園を希望します。つきましては、

下記の手続きをすることを申し立てます。 

 なお、手続きができない場合や虚偽の申し立てをした場合、保育所等の入園内

定または決定を取り消されることに異議はありません。 

 

令和  年  月  日 

記 

 

１ 入園月の前月までに世田谷区へ引っ越しのうえ、住民票の転入届け出をす

ること。 

 

２ １の手続き後、入園月 1日（1日が土・日、祝日の場合は翌開庁日）まで

に世田谷区各総合支所子ども家庭支援課子ども家庭支援センター窓口にて

入園（転園）申込み手続きをすること。 

   

  ※２の入園（転園）申込み手続きは、世田谷区所定の申込書を使用してく

ださい。 

 

転入予定者氏名 続柄 転入予定住所 世田谷区で住民登録 

   する ・ しない 

   する ・ しない 

   する ・ しない 

   する ・ しない 

   する ・ しない 

   する ・ しない 

 

現住所                          

保護者氏名                        

児童氏名                         

生年月日   平成・令和    年    月    日 生   

第１希望園            保育園（  才児クラス） 


